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【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

章 項　　目

　特　記　仕　様　書
特　　記　　事　　項 章 項　　目 特　　記　　事　　項

特　　記　　事　　項項　　目章

資　　格 資　格　要　件

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、
エチルベンゼンを含有していない水性形のものとする。

木材保存剤（防腐処理、防蟻処理　等）

内装用接着剤、木工事用接着剤

①～④の建築材料を使用する場合はＦ☆☆☆☆を基本とし、該当する材
料がない場合はＦ☆☆☆☆または同等の大臣認定品とする。

家具、書架、実験台、什器、洗面化粧台、流し台

塗料

合板、木質系フロ－リング、構造用パネル、集成材、単板積層材、
ＭＤＦ、パ－ティクルボ－ド、ユリア樹脂板、壁紙、緩衝材、
断熱材、仕上塗料

Ｆ☆☆☆☆または同等の大臣認定品とする。

番号 対 象 建 築 材 料

①

③

②

④

⑤

使 用 制 限

クロルピリホス、ダイアジノン、フェノブカルブを含有しない、非有機
リン系の薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理は工場で行い、十分乾燥した
後に現場搬入する。

1 ）ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシ
　　レン、エチルベンゼンを含有していないものとする。
2 ）フタル酸ジ - ｎ - ブチル、フタル酸ジ - 2 - エチルヘキシルを含有
　　しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。

（工事名，日付，車両ナンバー，該当車両のその日の回数等を記入した黒板を入れて撮影する）

書を提出する。産業廃棄物の運搬或いは処分を他業者に委託する場合は，本工事についての書面による委託契約を行

ない、処理計画書にその写しを添付する。

自己処分場で処分する場合は，その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し，監督職員の現地立会を受

けたうえで承諾を得る。（積替・保管についても同様とする）

示及び書面の備え付けを行うこと。

産業廃棄物の収集・運搬に当っては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃掃法）施行令に基づく車輌への表

また、産業廃棄物及び建設発生土を搬出する全車両（台数）について，現場搬出時及び処分場到着時の各々につき１

枚以上の写真を撮影し、随時監督職員に報告する。

建設資材の利用量の大小や有無に関わらず、再生資源利用計画書および実施書を「建設リサイクルデ－タ統合シ

ステム」により作成する。作成したデ－タは「建設リサイクルガイドライン」の「様式１」により、紙に出力し

たものを完成資料として提出すること。

建設副産物の発生量及び搬出物の大小や有無に関わらず、再生資源利用計画書および実施書を「建設リサイクル

デ－タ統合システム」により作成する。作成したデ－タは「建設リサイクルガイドライン」の「様式２」により、

紙に出力したものを完成資料として提出すること。

これ等の提出時には、作成したデ－タを電子媒体に保存したものと併せて提出することとし、建設リサイクル法

第１８条に基づく書類の提出が必要な場合は、再生資源利用（促進）実施書の提出もって、それに代わるものと

する。

以上のことが行い難い場合は、監督員にその旨を書面で報告し、監督員の指示に従うこと。

請負者は作成したデ－タを含め、再生資源利用（促進）計画書及び実施書を工事完成後１年間保存すること。

・　ホルムアルデヒド

測定対象化学物質

０．０８ p p m （１００μ g ／ｍ 3 ）以下

厚生労働省の指針値（２５℃の場合）

廃掃法を厳守し、工期内に最終処分（埋立処分・海洋投入処分または再生）を終了しなければならない。また、産業

廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員にＥ票の写しを提

出しなければならない。但し、廃掃法を厳守したうえで工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合

、監督員が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後、

速やかに監督職員にその旨を報告しなければならない。その場合は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正

に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに、監督職員にそのＢ票の写しを提出しなければならない。

尚、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。

本工事に使用する材料のうち、特定のものが特記された場合は設計図に特定するもの、または同等以上のものとす

る。特記無き場合または「評価名簿による」と記載されたものは，国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・

設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿」によるもの又は評価の内容がこれ等と同等以上と認められるも

のとする。同等以上とする際は監督員の確認を得ること。

１

２

階
棟　　名

測定ヶ処数明細

・　トルエン

・　キシレン

・　エチルベンゼン

０．０７ p p m （２６０μ g ／ｍ 3 ）以下

０．２０ p p m （８７０μ g ／ｍ 3 ）以下

０．８８ p p m （３ , ８００μ g ／ｍ 3 ）以下

・　スチレン ０．０５ p p m （２２０μ g ／ｍ 3 ）以下

・　パラジクロロベンゼン ０．０４ p p m （２４０μ g ／ｍ 3 ）以下

・　アセトアルデヒド ０．０３ p p m （４８μ g ／ｍ 3 ）以下

合計

３

４

５

１，２級交通誘導警備

検定合格者

交通誘導に関し専門的

な知識及び技能を有す

る警備員等

交通誘導警備に関して、公安委員会が学科及び実施試験を行い、専門的な知識・技能

を有すると認めたもの。

・警備業法における指定講習を受講したもの。

・警備業法における基本的基礎教育及び業務別教育（警備業法第二条　第一項　第二

　号の警備業務）を現に受けているもので、交通誘導に関する警備業務に従事した期

　間（実務経験年数）が１年以上であるもの。

登録の手続きについては、（財）日本建築情報総合センタ－の「ＣＯＲＩＮＳへの登録に関する規約」に

よる。尚、変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の登録を省略できるものとする。

工事請負契約後、速やかに工事目的物・工事材料及び仮設物に生じる損害の全てを補償する保険を締結すること。

保険期間は契約工期以後（・２０日　※３０日）を越える日数とし、受取人は発注者とする。

保険機関　：　※任意　　・ニューコウチビル㈱

単位：ヶ処

産業廃棄物の運搬 ,  処分等については ,  1 . 3 . 8 により適切に処分するものとし，事前に監督職員に処理計画

測定方法：厚生労働省「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」による。

厚生労働省の標準測定方法による測定を行い、同省で定められた基準値を下回っている事を報告書にて確認後、

引渡しを行う。但し、完成検査前に報告書の提出が困難な場合は、事前に信頼のおける速報等の資料を監督員

に提出する。この場合、後日速やかに正式な報告書を監督員に提出しなければならない。測定する専門業者の

選定に当っては予め監督員に報告し、測定する室については監督員と協議する。

以下に掲げるもの等、前項の測定項目に該当する物質を含有する可能性のある材料の選定に当たっては、事前に

ＭＳＤＳ（製品安全デ－タシ－ト）を監督員に提出する。

内部養生に合板または構造用パネルを使用する場合、その合板または構造用パネルのホルムアルデヒド放散量は

Ｆ☆☆☆☆、またはそれと同等と認められる製品を使用する。

適用する技能士について、当該資格を有することが確認できる書類（合格証明書等）及び資格者が特定できる書類

（運転免許証等）の写しを（　２　）部提出する。

測定場所：（　　　）ケ処

・特別管理産業廃棄物の処理方法（・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・現場再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・再資源化を図るもの　（・コンクリ－ト　　・コンクリ－ト及び鉄から成る建設資材   ・建設発生土

・木材　・アスファルトコンクリ－ト   ・廃石膏ボ－ド等は原則分別再利用処理とする。）  

発生材の処理　

再生資源利用（促進）

計画書及び実施書の提出

再生資源利用（促進）計画書および実施書の提出は以下による。

ア）

イ）

ウ）

エ）

オ）

工事週報・月報

工事写真

それらには、工事の経過が明確に解る写真を添付する。写真付き報告書は（　２　）部提出。

工事写真はＥ版とし，　工事の内容，　日付等必要事項を記入し（　２　）部提出する。　（Ａ４版台紙）　

記入のうえ１部提出する。なお，造作大工，鉄筋工，型枠大工等は工場加工人役も別記する。　

着工日から完成日まで工事内容，材料，機材，作業員出役状況，打合せ事項，監督員の指示事項，検査必要事項等を

・工事現場内においては、専任の監理技術者、現場代理人等であることを常に確認できる様に、胸章並びに監理技術

　者資格証を携行する。

　場合は、諸経費の調整を行なう。

工事日報

施工管理

検査時はネガ共に提出のこと。

尚、事前に監督員に検定合格証の写し等の資格要件の確認できる資料を提出するものとする。

また、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督員に同様の資料を提出する。

・上記以外の工事

　監督員と協議すること。

保安要員の配置・

道路等の清掃復旧

仮設計画に基づき，車両の出入りに際しては，請負者係員又は専任の保安員が誘導して，安全を期す事。工事に関連

する周辺道路は随時点検し，散水，清掃等必要な措置を行うこと。竣工後道路等に破損ある場合は、事前復旧する事。

工事現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり，関係法令に従ってこれを行う。但し、別に責任者が定めら

れた場合はこれに協力する。工事現場においては常に整理整頓を行い，特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。

安全衛生管理

義務者の指名

統轄安全衛生管理

の保険

火災保険，その他

工事現場で就労する作業員に証紙を交付するよう努めること。

加入証紙の貼り付

建設業退職金共済

契約保証

養生

※適用する　　下記の職種の　◎一級技能士　●二級技能士

・◎軽量鉄骨下地工事（天井・壁）　・◎左官　・◎金属製建具施工　・◎カ゛ラス施工

・◎木製建具加工　・◎フ゜ラスチック系床仕上施工　・●カーヘ゜ット系床仕上施工　・◎ホ゛ート゛仕上げ

・◎建築大工　　・◎瓦葺　・◎建築板金（内外装板金）　・●スレート施工　・◎バルコニ－（金属製）施工

・◎ＦＲＰ防水　・◎アクリルコ゛ム系塗膜防水　・◎シーリンク゛防水　・◎石工　・◎タイル張り

技能士

・●とび　・◎型枠施工　・◎鉄筋施工　・◎コンクリート圧送施工　・◎コンクリ－トフ゛ロック工事

・◎ＡＬＣ　ハ゜ネル　　・◎カーテンウォール　・◎アスファルト防水　・◎合成コ゛ム系シート防水

・◎塗装　・◎表装（壁装）　・◎畳製作　・◎家具製作　・◎造園　・◎（単一）樹脂接着剤注入施工（エポキシ樹脂注入工事）

技能士は工事作業中の常駐を原則とするが，監督員の承諾を得て巡回指導とすることができる。

技能士の適用を受けない職種にあっても，その活用を図るよう努めなければならない。

実施工程表は原則としてネットワーク工程表とし，別途契約の関連設備工事との連携，調整をはかり、関連工事が

全て工事期間内に完成するよう工程管理を行うこと。

工程管理

施工計画書

合板 木質系フロ－リング 構造用パネル 集成材

単板積層材 ＭＤＦ パ－ティクルボ－ド その他の木質建材

ユリア樹脂板 壁紙 接着剤 保温材

緩衝材 塗料 仕上塗材 内部のシ－リング

その他、監督員が提出を求めるもの

室内に関わる材料（上記①～⑤及び建具、シ－ル材、その他で、その接着剤や塗料の溶剤まで含む）については、ホ

ルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ - ｎ - ブチル、

フタル酸ジ - 2 - エチルヘキシル、クロルピリホス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧

表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。

建築材料等

各工事の施工に先立ち工事に関する承諾書に，材料，工法，施工図，作業員名簿（技能士，その他の資格等）によ

る施工要領等を記載した施工計画書を添えて提出し監督員の確認を得る。尚、施工計画書は各工事で行う監理検査

基準になるので，本工事に適用しない内容は記載してはならない。

・適用しない

労働安全衛生法第３０条第２項に基づく指名を行う。

・引き渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

工事の全般的な経過及び次週・次月の工事予定を記載した報告書（出来高曲線入）を監督職員に提出する。

ＭＳＤＳの提出

室内空気中化学
物質濃度の測定

※金銭的保証方式　　　　・役務的保証方式

工事写真の撮影方法は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第２版）建築編」による。

　原則として交通誘導員の内１名以上／１班は交通誘警備検定合格者（１級又は２級）を配置する。やむを得ず同合

　及び技能を有する警備員と監督職員が認めたものについてはこの限りではない。

　格者を配置できない場合は、警備員名簿及び教育実施状況等に関する資料により、交通誘導に関して専門的な知識

【資格】

・交通頻繁な現道上での工事で交通切替または交通規制が必要な工事、または交通誘導警備検定合格者を配置するこ

　とが適当と思われる工事。

下請負者の確認

施工条件

ればならない。下請リストに変更ある場合は再度監督員の確認を得ること。

各下請負者については下請業者リストにより下請負契約前（請負契約後　７日以内に提出）に監督員の確認を得なけ

施工時間 ※１．３．５（ａ）（１）による

電気保安技術者

室内空気汚染対策

使用材料及び 平成１５年７月１日施行の改正建築基準法に関して、本工事で規制対象となるホルムアルデヒド放散材料に関しては、

全てＦ☆☆☆☆または、「建築物のシックハウス対策マニュアル」（平成１５年５月）の表「ホルムアルデヒド発散

建築材料の審査方法について」の規制対象外欄に該当するものを使用する。

一

共

通

事

項

般

１

工事実績情報の登録

適用基準等

　※適用する（公共及び公益民間機関からの発注で、請負金額≧２，５００万円の場合）

交通誘導員

　・公共住宅標準詳細設計図集　・住宅団地屋外施設設計資料集

　※鉄骨工事精度標準　（日本建築学会）　　　　　　　　　　　　※建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）

※適用する　　・適用しない

既存部分，施工済み部分，未使用材料等で，汚染又は損傷の恐れのあるものは，適切な方法で養生を行なう。

　※建築材料等評価名簿　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修　　　※建設副産物適正処理推進要綱

　※敷地調査共通仕様書　　建設大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

　※建築構造設計基準　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

　※建築鉄骨設計標準図　　建設大臣官房官庁営繕部監修（最新版）　　※溶接工作基準　（日本建築学会）

　※建築物解体工事共通仕様書・同解説　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

　※建築工事標準詳細図　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（最新版）

）

　※建築工事監理指針　上下巻　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版）

・同一事業で同一工事区域の工事、かつ契約日から引渡しまでの期間が重複する、既発注工事の請負業者が受注した

工事車輌の駐車場

資機材置場所

その他の施工条件

・平日店舗営業中においても作業可能。ただし解体工事等音、震動が大きくなる作業に関しては、

　作業時間、仮設計画等監督員と協議し許可を得たうえで施工を行うこと。

・図示

・図示

・構内空地（監督員の許可を得たうえで利用可能）　　　・構外

・構内駐車場（監督員の許可を得たうえで利用可能）　　・構外

・施設利用者動線に配慮した仮設計画とすること。

配置人員等（・誘導員Ａ　・誘導員Ｂ）　計　　２人

（Ｍ a t e r i a l  Ｓ a f e t y
　Ｄ a t a  Ｓ h e e t ）

２．敷地面積

３．工事種目

Ｉ　工事概要

ＩＩ　建　築　工　事　仕　様

７．用途地域　　　　　　・第１種低層住専　・第２種低層住専　・第１種中層住専　・第２種中層住専　・第１種住居

８．その他地域・地区　　・宅地造成規制区域　・急傾斜地崩壊危険区域　・農振地域　・臨港地区　・駐車場整備地区　・駐輪場整備区域

９．防火地域　　　　　　・防火地域　　・準防火地域　　・法２２条指定区域　　・指定なし

・し尿浄化槽放流規制区域　・区画整理事業区域　・都市計画施設（　　　　）　・開発区域　・指定なし

１０．排水とその処理　　　・河川放流（海，沼含）　　・下水放流　　・合併処理　　・単独処理

１１．発注方式　　　　　　・一括　・分離（・建築主体工事　・電気設備工事　・機械設備工事）　　　　　　　　　　　）

１．工事場所

１）　　項目は，番号に○印のついたものを適用する。

２）　　特記事項は，・印のついたものを適用する。

４）　　材料及び製造所の記載順序は，不同である。

　　　　一般的な優先順位は以下のとおりである。

３）　　特記事項に記載の（　　　　）内表示番号は，「公共建築工事標準仕様書」の当該項目，当該図又は当該表を示す。

相違有る場合は監督員の指示による

１．　現場説明書及び現場説明に対する質疑回答書

２．　仕様書特記事項

２．　図面の文字及び数値

２．　図面

２．　図面記載の特記事項

・印のつかない場合は，※印のついたものを適用する。

・印と※印のついた場合は，共に適用する。

５）　　図面及び特記事項等に記載されている事項が相違する場合は、基本的に監督員の指示による。工事受注に際し、設計内訳書

　　　　（項目のみの場合も含む）の参考添付が有る場合は、明細書の各項目は全て本工事に含む。

２．　特記仕様

・埋蔵文化財包蔵地（・　　遺跡　・指定なし）　※高知県条例による調査（・事前調査　・詳細調査　・調査済み）

６）　　構造特記仕様書（標準図等を含む）が添付されている場合は，３土工事～７鉄骨工事までは、構造特記仕様書を優先する。

１２．別途工事　　　　　　・電気設備工事　・機械設備工事　・昇降機設備工事　・太陽光発電設備工事　・自家発電機設備工事

なお、床下防湿層、仕上の種類等、意匠に関わる要素その他は本仕様書を併せて参照する。

４．構造概要　　　　　　　・ＲＣ　・ＳＲＣ　・Ｓ　・ＰＣ　・Ｗ　　・耐火　・ロ準耐－２（支店）　・その他

・新築　・増築　・改築　・移転　・用途変更　・大規模の修繕　・大規模の模様替　・法定外改修（屋外土間）

６．工事期間　　　　　　令和７年　月契約日　～　令和８年　月契約工期迄

・市街化調整　・角地の適用（・有　・無）

・第２種住居　・準住居　・近隣商業　・商業　・準工業　・工業　・工業専用　・指定なし（区域区分非設定）

１．　図面及び特記事項に記載されていない事項は，全て国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和４年版）」，

「公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版）」及び工事請負契約書による。

３．　公共建築工事標準仕様書（令和４年版），公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版）

５．階数・面積等　　　　改修対象土間面積８２．３０㎡
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（３．２．３）（表　３．２．１）

（３．２．５）

（３．３．１～３）

（４．２．３）

（２．２．４）

（２．３．１）

（２．３．１）

（２．４．１）

（４．６．２）

（４．６．３）

（４．６．５）

（５．２．１）（表５．２．１）

（５．３．４）（表５．３．３～４）

（５．３．５）

（５．２．２）

（６．１．４）

（６．１．４）

（６．９．２）

（６．３．３）

（６．３．３）

（６．３．５）

（６．６．３）（６．９．２）（９．６．３）

（６．９．２）（９．６．３）

（６．２．５）（６．６．６）（６．９．３）（表６．２．３）

（６．１．５）　（表　６．１．１）

（６．２．２）

（６．２．５）（表６．２．２）

（６．２．５）（表６．２．４）

（６．３．２）（６．１３．２）（６．１６．２）

（９．６．３）

（９．６．５）

（９．６．２）（表９．６．１）（２２．２．２）（２２．３．２）

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

特　　記　　事　　項項　　目章特　　記　　事　　項章 項　　目章 項　　目 特　　記　　事　　項

設ける場合の仕上げ程度　床：（・合板張り　・ビニル床シ－ト張り）　壁：（・合板張り　・石膏ボ－ドに塗装

　　　　　　　　　　　　または壁紙を張ったもの）　天井：（・合板張り　・化粧石膏ボ－ド張り）

６

コ

ン

ク

リ

｜

ト

工

事

※　１８　　・

設計基準強度　Ｆ c （Ｎ／㎜２）　　　　スランプ　（ｃｍ）　　　　　　適　用　箇　所

・　２１

※　１８ ※　１５　　・

・　　　　

設計基準強度　Ｆ c （Ｎ／㎜ 2 ）　　　　スランプ　（ｃｍ）　　　　　　適　用　箇　所

※　２４

・　２１

普通コンクリート

軽量コンクリート

設計基準強度

※　１８　　・１５

※　１８　　・１５ 図示

・　１８

図示

図示

・高炉セメントのＢ種　　　　・　

　次の規定に適合するものとする。　　

　　水和熱は７日目で３５２Ｊ／ｇ以下、２８日目で４０２Ｊ／ｇ以下とする。　　

細骨材の塩分含有量　（°／ｗｔ）　　　※　０．０４％以下　　・

・

・

・高性能ＡＥ減水剤標準形　　（ＪＩＳＡ６２０４）

・膨張剤　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳＡ６２０２）

・高コンクリ－ト用高炉スラグ微粉末（ＪＩＳＡ６２０６）

混和材の種類　※フライアッシュ（・Ⅰ種　・Ⅱ種）（ＪＩＳＡ６２０１）

※使用しない　

・使用する　　小野田ラスナイン　　ポゾリスＮＲ－１９００　

※図示による　　　　・

※ひび割れ誘発目地の位置　

※図示による　　　　・９．６．３（ａ）（１）による　　　　・

※図示による　　　　・９．６．３（ａ）（１）による　　　　・

打放し仕上げの

種別　　

・せき板の材料として合板を用いない場合

コンクリート面の仕上がり程度　・

施工に先立ちピ－ス割付施工図を提出し監督員の確認を得ること

施　工　箇　所

設備ピット・天井裏等の隠蔽部

型枠表面塗装の有無

・有　※無

・有　※無

・有　※無・その他

・Ａ　種

・Ｂ　種

・Ｃ　種

※１２　・

※１２　・

※１２　・

種　別

※有　・無※１２　・

厚　さ

※表６．２．２による　　　　・

　上記普通ポルトランドセメントは、ＪＩＳ　Ｒ５２１０（ポルトランドセメント）に示された規定の他、　

混和剤の種類　※ＡＥ剤又はＡＥ減水剤標準形（ＪＩＳＡ６２０４）

※打継目地の寸法

※ひび割れ誘発目地の形状及び寸法

砂利び砂（ＪＩＳ　Ａ５３０８）のアルカリシリカ反応性による区分　　　※　Ａ　　・　Ｂ

砕石及び砕砂（ＪＩＳ　Ａ５００５）のアルカリシリカ反応性による区分　※　Ａ　　・　Ｂ

※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

※仕上りの平坦さ

※部位の位置及び断面寸法の許容誤差

※２．３ｔ／ｍ３程度

コンクリ－トの仕上り

特殊な型枠の程度　　製造所（製品名）　ビュープランニング　モ－ルドスタ－　ＴＳＳ１６０　ＴＳＳ１００同等品以上

※土間コンクリ－トのひび割れ防止用成形伸縮目地　（　※使用する　　・使用しない　）

㈱タイセイ　エキスパンタイＴＥ型同等品以上　※＠３ , ０００＃内外　・＠図示

材質及び形状及・寸法  　ゴムキャップ＋ブチルゴム系　　※２０＊１００　　・２０＊８０

・模様付等の特殊な型枠と合板を併用する場合（　　　　　）

せき板の種別　・床型枠用鋼製デッキプレ－ト（スラブの断熱材打込部・打放し部以外）　　せき板の厚さ　・

内外部でコンクリ－トの表面を見出しにする合板型枠打放し仕上部

※Ｉ類　　・ＩＩ類

気乾単位容積質量

防錆材　

打継目地及び

ひび割れ誘発目地

骨材　　

混和材料　

セメントの種類

レデーミクストコ
ンクリートの種別

※６．２．４による　　・屋内の合板型枠Ａ種打放し部のは原則として木コン補修のみとする。

※　１８　　・　８

※せき板の材料として合板を用いる場合

土間コンクリート堰板

仕上面の出隅処理

事業損失補償 地盤変動を原因とする建築物等の事業損失補償は、発注者側が定める事務要領による。

内外部とも仕上出隅で利用者の手の届く範囲（Ｈ＝２ｍ内外）は、図示が無くとも原則として全て面取りを施す。

保証　その他

設計図

２

仮

設

工

事

３

土

工

事

　　　　　　各数量については監督員の指示による。

休憩室（たたみ敷き）　　※設けない　　・設ける（　　㎡程度）

※　行う　　・　行わない　　場所図示

の注意をもってしても，災害又は公害の発生の恐れがある場合の措置については，監督員と協議する。　

工事中に生じる隣地及び通行人に対しての保全及び保証は、請負人の責任において行う。　

工事の施工に伴う災害及び公害の防止は，関係法令等に従い適切に処置するとともに，善良な管理者　

埋戻及び盛土部分は水締めを十分行い、ランマ－等で突き固めを行う。　　

・構内指示の場所に敷均し（　・　及び締固め）

・構内指示の場所に堆積

低騒音型・低振動型建設機械指定要領に基づき、指定された建設機械を使用する。

尚、これと併せて地盤調査水位の報告書を３部提出する。

ボ－リング及び打込みによる地下水の一般水質・水量検査成績書を３部提出する。

地

業

工

事

４

※構造その他は，関係法令等に従い安全堅固に設置する。

※構外搬出適切処理（残土の受入証明または法令による許可証等を監督員に提出する）

　　　　　　ゴム長靴　安全靴　かっぱ　ヘルメット　軍手　ノギス　マイクロメ－タ－　磁石　ばか棒　懐中電燈　その他

※設置備品；机　椅子　広巾テ－ブル　見本棚　寒暖計　電話　ＦＡＸ（電話と別）　冷暖房設備　安全帯

通信

工事用水・電力

仮囲い

内外足場

埋戻し及び盛土　

建設発生土の処理

騒音・振動の防止　

ボ－リング及び　

その他　

打込み　

監督員事務所

・電話　・ＦＡＸ（電話と別）　・携帯式親子電話　　・携帯電話

種別　・Ａ種　　※Ｂ種（本敷地内の根伐土に限る）　　・Ｃ種　　・Ｄ種

※設ける（　　　　号，　　２０㎡程度）　　　　　・設けない

・仮設計画図による　・その他（構造図を参考とし詳細は請負業者側で適切施工とする）　

施工図 施工図はＣＡＤによるものとし、発注者・設計監理者及びその他の工事関係者との施工情報の交換を円滑にする。

意匠図と構造図

構造図を優先する。形状寸法等に関しては原則として意匠図を優先する。

　山留めの撤去　　※撤去する　　・撤去しない　　・図示及び金抜き設計書による

根伐により隣接基礎・既設配管・岩盤等が現れた場合でも、基礎の変更による請負金額の増減は行わない。

杭施工により軽微変更が生じた際は、適宜適切に対応する。

工事に先立ち縮小版の製本（Ａ３版２つ折）を　・４部　※５部　・６部　提出する。

構内既存の施設（電力）　　・利用できる（・有償　・無償）　　※利用できない（　　　　　　　　　）

構内既存の施設（用水）　　・利用できる（・有償　・無償）　　※利用できない（　　　　　　　　　）

山留め

ＣＡＤの種類はＷｉｎｄｏｗｓ１０版のＡＵＴＯ　ＣＡＤ，ＤＲＡ　ＣＡＤ，ＪＷＷ　ＣＡＤの何れかを使用する。

配筋図等が意匠部及び構造図の両方に記載ある場合はその旨を監理者に報告する。その場合は原則として

・パソコン及びレ－ザ－ショット等周辺機器一式（Ｉ－ｎｅｔに接続しＣＡＤデ－タ，デジカメデ－タ等の

　電子メ－ル通信が可能なもの），ＯＳはＷｉｎｄｏｗｓ　１０以上とし、Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄその他の汎用

　アプリケーションをインスト－ルしたもの。

※原形の復旧

・良土　・砂又は砂利　にて設計地盤まで盛土整地する。範囲（舗装部以外）　厚さ（　０．１ｍ）

※設ける現場表示板

整地・跡片付

本工事に関係ある部分で別契約の関係請負者が利用できるものは無償で提供する。

外部足場の養生（・グリーンネット　・メッシュシート　・養生シート　・防音シート　・防音パネル）

材料　　　※切込み砂利，切込み砕石，　　※再生クラッシャラン（直接基礎下を除く）砂利地業

厚さ　　　・図示　　　　　※６０　　　　　・

発注強度　　　※１８Ｎ／㎜ 2 以上　　・

スランプ　　　※１５ｃｍ　　　　　　・　１８ｃｍ

材料　　　　　※６章コンクリ－ト工事１４節「無筋コンクリ－ト」による。捨コンクリート地業

厚さ　　　　　※６０　　　　　　　　・　５０　　　　　　　・　図示

工

事

鉄

筋

５ 鉄筋の種類　 各サイズ共試験成績表を２部提出する。　

鉄筋コンクリ－ト用　

棒鋼　

・　ＳＤ２９５Ｂ

※　ＳＤ２９５Ａ

※　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　

規格番号　　　規格名称　　　種類の記号　　　　　径　（ｍｍ）　　　　　    使用ケ処

※Ｄ１０～Ｄ１６ 図示

・　ＳＲ２３５ ※Φ９

※　ＳＤ３９０　 ※Ｄ２９

図示※Ｄ１９～Ｄ２５

鉄筋の継手

柱及び梁の主筋の重ね継手　※表５．３．３による　　・

先組工法で柱及び梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合

継手

※図示　　　・

　その他

※ガス圧接　　　・特殊な鉄筋継手

　　部　　位　　　　　　　　　接合方法　　　    　　　　　　　     径（㎜）

　柱・梁の主筋

Φ９及びＤ１０～Ｄ１６※重ね継手　　　・ガス圧接

Ｄ１９～Ｄ２５

鉄筋のかぶり厚さ ※かぶり厚さは目地底から算定する。　　

・塩害を受ける恐れのある部分等、耐久上不利な箇所のかぶり厚さは下記による。

　柱、梁、壁及び庇等の外気に接する増打面

・　　　　　・　

※１０　　　・　１５　　　・　２０　　　・　２５　　・  図示

　　施工箇所等　　　　　　　　　　    　表５．３．６の値に加える数値（㎜）

特記無き場合の

土間等の配筋

土間、側溝、犬走り、階段、会所、体育館床下土間等の配筋で特記無き場合は、

縦横共Ｄ１０　＠２００シングルとする。

溶接金網 規格　ＪＩＳ　Ｇ　３５５１

鉄筋の径　　　　　　　　　※６φ　　    ・２．６φ　　　・４φ　　　・３．２φ　

網目の形状，寸法　　　　　※＠１５０＃　　　・＠５０＃　　・＠１００＃　　※重ね継手

使用部位　　　　　　　　　※保護コンクリ－ト部　・釘打用モルタルの勾配部　・施工範囲の土間コンクリート

（会議室兼用可）

（解体後）
程度（・成形鋼板（全面）　・波型亜鉛鉄板　・有刺鉄線　・シ－ト張り　・防護フェンス（樹脂）　・Ｈ＝　ｍ）

特別な材料の工法

木部（家具を含む）：６㎜程度　　コンクリ－ト・モルタル部：１５㎜程度　　鉄部・金属部３㎜程度

建具類等、上記により難い場合は監督員と協議する。

※工事施工中及び完了後損害が発生した場合、その時点で覚書を締結する工事

・予め覚書締結を指定する工事

　　　　　工事名称・工期・設計事務所名・施工業者名等を表紙に文字打ちする事　（背表紙は工事名称のみ）　

竣工時の提出図書

・　保全に関する資料：提出部数（２）部

提出図書の著作に係る当該建物に限る使用権は発注者に移譲する。

ＣＡＤデ－タによる提出を　　※適用する　　・適用しない

※完成図：ＡＳＡ設計原図１式を現場と相違無き様にＣＡＤ上で訂正し、二つ折製本の上（３）部提出すること。

　　　　　（仕上表品番、メ－カ－名記入の事。施工図及び施工計画書含む）　

完成写真 下記のものを原版とも監督員に　２部提出する。（※カラー　　・モノクローム）

外　部　　　半切パネル　　　　　　※１枚　　　・　　５枚　　　　　　　　　　　

各　室　　　手札板　　　　　　　　※２枚　　　・　　２枚／室　　　　　　　　　　　

完成写真の撮影業者は監督員の承諾する撮影業者とし，撮影箇所は監督員の指示による。

既存道路・歩道
　　　との取合

監督員は現場位置確認後、位置承認をする。尚、最終位置決定により生じる工事金額の増減は行わない。　

既存道路、歩道、植樹帯、その他これ等に類する構造物の切下げ、かさ上げ、移設、補修等の工事は、

工事着手に先立ち敷地測量を実施し配置計画施工図を作成する。監督員の確認後、現場位置出しを行う。　

請負業者が官公庁の許可を受けた後施工する事。　

て，当該材料製造所の指定する工法により施工する。

公共建築工事標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は，工事に関する承諾書を提出し，監督員の確認を得

一

共

通

事

項

般

１

完成アルバムは黒表紙で、（・白台紙に印刷　・黒台紙にビニルフィルムを張付け）したものとする。

全ての完成写真はＣＤ等の記憶媒体に保存したものを　※３部　・２部提出する。

外　部　　　キャビネ版　　　　　　※４枚　　　・　１５枚　　　　　　　　　　

上記を適用する場合の保存形式は、ＡＵＴＯＣＡＤ・ＤＲＡＣＡＤ・ＪＷＷＣＡＤ・ＤＸＦの何れかによる。

全　域　　　カラースライド　　　　　　　　　　・　　　枚　　　　　２４　×　３６　以上　　　

大きさは　・全紙大　・半紙大　で、・木製枠　・アルミ枠　・枠無パネル　とし、・３部　・２部提出する。

敷地測量
（工事範囲測量）

シ－リング

・　ＳＲ－２

・　ＭＳ－２

・　ＰＵ－２

・　ＡＣ－１

記　号 耐久性区分　

９０３０Ｇ

１００３０

９０３０

９０３０

８０２０

７０２０

・引張接着性能試験　（部位　　　　　　　　　）　

ポリサルファイド系

ポリウレタン系

アクリル系

シリコ－ン系
硝子押え

内部の　タイル，石，コンクリ－ト目地，等の取合

主成分による区分 施　工　箇　所　

塩害地域の外壁のシ－リングはＭＳ－２とする

シ－リング材の目地寸法　※図示及び９．６．３による

接着性能試験　　　　　　※簡易接着性能試験

コンクリ－ト目地，外部押出成形セメント板，金属 , 等の取合

・　ＳＲ－１

セメント押出成形板，内部押出成形セメント板，ボード類等の取合

変成シリコ－ン系

・　ＰＳ－２

９

防

水

工

事



ＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＤＡＴＥ／ ＳＣＡＬＥ／

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　ＯＦ　ＳＰＡＴＩＡＬ　ＡＣＣＯＲＤ

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

建築意匠図 特記仕様書　３

Ｙ．乾

Ａ－３２０２５／９

１

３

１

５

６

２

２

４

（１４．１．３）

（１５．２．２）

（１５．３．１）

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

・φ１３

・φ１６

・φ１９

・φ２２

※図示 ・

・

・

・

・

・

・

・

・　ＳＤ２９５Ａ

・　ＳＤ３６４・径×１０以上 ・

※図示

・φ１３

・φ１６

・φ１９

・φ２２

※図示

・径×５以上

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・　ＳＤ２９５Ａ

・　ＳＤ３６４

・　ＳＵＳ３０４

・Ｍ１２ ※図示 枕木のアンカーボルト

（㎜）

本体の径 本体の

埋込み深さ
引張耐力 せん断耐力

種類の記号 長さ

アンカ－筋
使用箇所

（㎜）

本体の径 本体の

埋込み深さ
引張耐力 せん断耐力

接　合　筋

径（㎜）種類の記号 長さ
使用箇所

特　　記　　事　　項項　　目章特　　記　　事　　項章 項　　目章 項　　目 特　　記　　事　　項

殊プラスター塗り

種別　　・Ａ種　　※Ｂ種ＡＬＣパネル用特

防水モルタル塗

防水材の製造所　評価名簿による

適用箇所

左

官

工

事

１５

床の目地　　　※設置する（工法：※共仕１５．２．６（ｂ）（３）による　　・　　　　　　　　　　　　　）

目地棒の寸法　※１０×１０　　・

モルタル塗り

既成目地材　　・適用する（形状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

材料：保水剤、防水剤、吸水調整剤は監督員の承諾するもの

コンクリ－ト直均し仕上 塗り物，敷物，張物当の下地及びコンクリ－トの天端鏝押え仕上げへの適用

※適用する（　範囲：　図示　）

飼モルタルの代用

勾配のつく枕木材の乾式レベル調整に用いる。図中特記以外の厚の製品を用いての調整も許容する。

図中表記：樹脂スペーサー（特殊ポリプロピレン製）　厚（㎜）：（・２０　・１５　・１０　・５　・３　・２）

床下点検口

製造所（製品名）　カネソウ　フロア－ハッチ　　同等品以上

形式　　・一般型　　・密閉型（防水・防臭型）　　・結露防止型　　※完全防水防臭型

形状寸法　・４５０×４５０　※６００×６００

※（水廻り）オールステンレス製　・（その他）アルミ製（目地※ステンレス　・アルミ共材　・真鍮）

製造所・製品名：未来樹脂・セットプレート

金属拡張アンカ－（セット方式　　※本体打込み式　　・　　　　　　　　　　　）

接着系アンカ－（カプセル型）

あと施工アンカ－

金

属

工

事

１４ 引抜耐力確認試験　　・行う　　・行わない

・寒水石洗い出し：割石の種類（・　　　　　），粒の程度（・　　　□）

見本塗りを提出し監督職員の確認を得ること。

洗い出し仕上

・玉（豆）砂利洗い出し：玉石の種類（・　　　　　），粒径の程度（・　　　φ）

・ビリ砂利洗出し：海砂（粒径６～１０φ程度）を丸面：クラッシャ－＝１：１で混入したもの。色は数色。
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ＤＡＴＥ／ ＳＣＡＬＥ／

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹ

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

ＳＨＥＥＴ　ＮＯ

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ　ＯＦ　ＳＰＡＴＩＡＬ　ＡＣＣＯＲＤ

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

建築意匠図 解体工事　特記仕様書

Ｙ．乾

Ａ－４

２

３

４

５

１

２

３

１

１

６

１

２

４

（１．３．３）

（１．３．５）

（１．３．１０）

（２．２．１）

（３．８．２）

（３．９．１）

（３．１０．１）

（３．１１．１）

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

章章 章 解　　体　　工　　事　　仕　　様項　　目 項　　目 項　　目解　　体　　工　　事　　仕　　様解　　体　　工　　事　　仕　　様

２０２５／９

・安全対策

　１ . 工事中は保安要員を配置し、万全の安全を確保する。

　２ . 進入道路では徐行し、安全を確保する。

　３ . 工事関係車輌及び作業者の車輌は、周辺道路での路上駐車は行なわない。

・工事は分別解体とし、工事範囲内にあるものは設計図の要領で解体撤去処分する。

・解体機器は圧搾機を主体とし、振動・騒音等の発生防止に努める。

・解体作業中は（・騒音計　・振動計）を設置し記録する。（測定位置は別途協議による。）

・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律、その他関係法令による他、工事に伴い発生する廃棄物は選別

　を行ない、リサイクル等再資源化に努める。

・硝子建具は躯体解体工事に先立って取外し、建具枠（鉄・アルミ）と硝子に区分して処理する。

・浄化槽又は汲み取り便槽の解体を含む場合には、残汚泥又はし尿の汲取り及び清掃・消毒は本工事に含む。

・車輌の出入において、道路を泥等で汚さないこと。また、道路の清掃に努めること。

・廃材搬出車輌には飛散防止シ－トを被せて運行する。

・電灯等は（・本工事　・別途設備工事）で撤去する。

・解体作業中は適切に散水等を行ない、粉塵の飛散防止に努める。

・施工について

　１ . 原則として日曜・祝日は工事を行なわない。

　２ . 周辺道路での車輌の待機は行なわない。

　３ . 資機材・廃棄物の搬入出は交通ラッシュ時には行なわない。

　４ . 工事作業者の車輌の駐車場所　　※工事敷地内　　・その他（場所　近隣の適切地　　　　　　　）

・記録図等について

※　前項は元請業者は基より、下請業者他全工事関係に周知徹底させること。

※地下埋設物・埋設配管は無いものとされているが出現の場合は監督職員の指示による。

共通仕様

補

解体工事４

足

安全対策

工

樹木等

事

３

解

体

施

杭の解体

２

仮

設

工

騒音・粉塵等の対策

整地・埋戻し及び盛土

※　行う

・　行わない

地下埋設物・埋設配管

適用基準等

　※建設副産物適正処理推進要綱

　※敷地調査共通仕様書

以下の何れも最新版とする。

　※工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修

　※建築材料等評価名簿　　　　　　　　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修

　※建築工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）

電気保安技術者 ※適用する　　・適用しない

発生材の処理 ・引き渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・特別管理産業廃棄物　（廃油・着色石綿スレート・パーライトモルタル４０ｔ　処理方法：関係法令に従い適切処理）

・再資源化を図るもの

・コンクリ－ト塊　　・アスファルトコンクリ－ト塊   ・建設発生木材

・現場再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

但し、廃油は残量が存在する場合に限る。

共

通

事

項

一

般

１

杭の解体を行わない場合は、工事の進捗に併せて既存杭の位置・径・天端レベルを記載した「既存杭

職業能力開発促進法による資格を有する技能士（とび等）の活用を図る様に務め、当該職種作業中は原則として

現場に常駐すること。技能士の名簿は現場事務所に備え付け、工事引き渡し時に監督員に提出する。

杭の解体方法　・引抜き工法　　・破砕による解体

杭の解体　　　・行う　　※行わない（但し、柱脚ベース底までは行う）

配置図」を作成すること。

現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判断する。

設置範囲　　　　　　※図示

技能士

施工条件

騒音・粉塵等の対策　※防音パネル　　・防音シート　　・養生シート

・管理型の産業廃棄物（下記以外は関係法令等に従い適切に処理）

・ＰＣＢ含有シーリング材の処理

・廃石膏ボード

・第一次判定

採取箇所数　計　　箇所

採取場所　　　　※図示

・第二次判定

分析箇数　計　　箇所

・除去処理工事

除去範囲　　　　※図示

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。

　部位別の施工順序　　※指定無し　・指定有り

　施工時間　　　　　　※指定無し　・指定有り（□日曜及び祝祭日以外　□日曜以外）

・指定有り（発注者との協議による）

埋戻し及び盛土の材料

解体後の埋戻し及び盛土

整地高さ　　※現状ＧＬ　　・図示

・建設汚泥から再生した処理土または土工用水砕スラグ［Ｇ］

・埋戻し要領は標準仕様書に準ずる。

・基礎解体に際する掘削時には基礎以外の土を乱さない（必要範囲以上は掘らない）こと。

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種　　・各部現状復旧

樹木の伐採及び伐根　　　※行う（但し斜面地樹木の伐根は行わない）　　・行わない

地下埋設物・埋設配管　　・行う　　・行わない

給排水埋設配管の端末処理　　・行う　　・行わない

１）図面及び特記事項に記載されていない事項は，全て国土交通大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様

３）解体工事特記仕様に記載なき項目は「建築工事仕様」に準ずる。

書・同解説（令和４年版）」（以下「解体共通仕様書」という。）により、解体共通仕様書に記載されていない

事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和４年版）」（以下「標準仕様書」と

いう。）及び「公共建築改修工事標準仕様書（令和４年版）」（以下「改修標準仕様書」という。）並びに工事

請負契約書による。

２）電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、それぞれの解体共通仕様書を適用する。
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１／４００

付近見取図・配置図

２０２５／８／１６ Ａ－５

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

縦樋 縦樋

全柱通りにブレース有り

7.00

8.50

9.30

8.00

9.00

9.309.00
9.00

6.50

6.50

8.50

7.00

7.00

7.00

工事範囲

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＦＡＸ（０８８）　８２２－５７９９

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）
ＡＲＣＨ Ｉ Ｔ ＥＣＴＳ　ＯＦ 　ＳＰＡＴ Ｉ ＡＬ 　ＡＣＣＯＲＤ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯＳＣＡＬＥ／

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

ＤＡＴＥ／

建築意匠図

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

地域情報センター やすらぎ市

Ｂ棟
（飲食サービス）

通路
２

管理・ＷＣ棟

通路
１

Ｄ棟
（物販）道の駅やす

Ｃ棟
（物販）

ちりりん
駅前多目的室

国道５５号線

至　高知市

土佐くろしお鉄道なはり線

情報発信施設

パーゴラ
Ａ棟

（飲食サービス）

夜須駅

道の駅　やす

至　室戸市

工事場所

ヤ・シィパーク

至　高知市　　ＪＲごめん駅

至
　

室
戸
市

香南市夜須町千切　ヤ・シィパーク内

至　奈半利駅

土佐湾
手結山

月見山

香南やすＩＣ 東
部
自
動
車
道

ヤ・シィパーク

至
　
芸
西
Ｉ
Ｃ

土佐くろしお鉄道なはり線

夜
須
川

Ｒ５５

●
夜須駅

至　高知中央ＩＣ

配置図　Ｓ＝１／４００

付近見取図

Ｙ０

Ｙ２

Ｘ12Ｘ０

Ｘ０Ｘ１Ｘ５ Ｘ４Ｂ１

Ｙ０

Ｙ１Ｙ２

Ｙ１

Ｘ２

Ｙ１

Ｙ２
ＢＡ

ＢＣ

ＣＣ

ＣＡ

ＥＡ

ＥＢ

Ｂ４

Ｃ５ Ｄ５Ｃ１ Ｄ１

Ｘ１

Ａ７ Ａ１

ＡＢ

ＡＡ
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特記無き図は１／１０

木製デッキ詳細図（改修前）

Ａ－６２０２５／９

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

蓋

框

取手ＳＵＳ●－１０φ加工
蓋板凹加工

大引枠材３０＊３０
枠材３０＊３０

Ｈ８六角ボルト

面取１０＊１０

木製デッキ

アングル金物６ｔ
ナット溶接

蓋

基礎材（ＲＣ－４０）

水勾配

床板　桧１０５＊５０
（５φ木ネジ止め　２本／ヶ所）桧１０５＊１４０

溶接金網　６φ＊１５０♯

コンクリート洗出し
又は土

ホールインアンカー
Ｍ１０　＠１０００

《現況注記》　～　調査結果
・（　）内の数字は原設計図におけるＦＬから土間ＣＯＮ天までの寸法だが、現場変更されたものと思われる。
・デッキ下の排水は全体の造りから推測すると、割石が置かれた集水スペースへ集め、浸透させる意図が読取れ
　るが、現況は上図のとおり概ね全域が２３０～２２５となっており、原設計図で記載の「水勾配」は殆んど確
　保されていないと判断。土間ＣＯＮレベルを下げたことによる大引との隙間は、インターロッキングブロック
　を束石代わりにしている様子で、形状の異なるＨ＝８０・６０の２種類が確認されたが、どの様に使い分けて
　いるかは不明。なお、原設計図には土間勾配やデッキ以外の周辺仕上との取合い図は見当たらない。
・原設計図ではＧＬレベルが土の天端（点線）になっているが、現況は上図のとおりＦＬレベルにコンクリー
　ト洗出し又は土が取合っている。つまり框材の側面は常にコンクリート又は土に接している。
・防腐処理木材と言えども、築後２０年超を経過すると一定程度の経年劣化は避けられないが、著しい腐れの
　要因は上記によるものと推測する。したがって、現況を復元する改修は早晩同様の腐れが発生すると予想。

大引　桧９０＊９０　＠７００

現況の勾配は殆ど無い

束石スペーサー
２００＊２００＊８０ｔ
インターロッキングブロック材

ホールインアンカー
Ｍ１０　＠１０００　埋木仕上

《木製デッキ共通》　～　原設計図
・木材は仕上り寸法で表示している。
・木材は高知県内産（特一等・防腐処理済み）とし、表面はプレーナー掛、各出隅は面取仕上とする。
・ボルト・ナット・木ネジ類は熔融亜鉛メッキ（ＨＤＺ３５）仕上とする。
・点検口は集水桝位置により決定し、大引ピッチと整合しない場合は別に受枠を施すこと。
　また、樋よけ加工を施すこと。
・Ａ棟建物との取合い部分に関しては、目地を設けること。

現況は原設計図の寸法
よりも７０下り

飼モルタル（１：３）

束石スペーサー
２００＊１００＊６０ｔ
インターロッキングブロック材

ブレース貫通部は床板切込みＳＵＳ柱脚金物

柱　１０５＊１０５

均し（無収縮）モルタル

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

布基礎

框
木製デッキ

柱　１０５＊１０５

ブレース貫通部は床板切込み

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

（　）内の数字は原設計図の寸法

蓋

取手ＳＵＳ●－１０φ加工
蓋板凹加工

集水桝

枠材３０＊３０

蓋

Ｈ８六角ボルト

アングル金物６ｔ
ナット溶接

縦樋

縦樋６０φ

コンクリート洗出し

枕木

枕木

枕木

土のまま
土のまま

大引　桧９０＊９０　＠７００
床板　桧１０５＊５０

（５φ木ネジ止め　２本／ヶ所）

床板　桧１０５＊５０
（５φ木ネジ止め　２本／ヶ所）

コンクリート洗出し

框　桧１０５＊１４０

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

柱　１０５＊１０５
この柱のみ後付け
９０＊９０

床点検口

床解体範囲を示す

集水スペース
割石置き

集水桝

既存東西長

土間コンクリート
１８－８－４０ＢＢ

ＳＵＳ桝蓋

Ａ
Ｃ

屋
外

機
置

場

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

《解体撤去》
・既存木製デッキ類（金物含む）は、全て解体撤去、運搬、処分とする。
・部分的な土間ＣＯＮの解体は別図参照。

解体範囲

ＧＬ

ＦＬ

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＦＡＸ（０８８）　８２２－５７９９

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）
ＡＲＣＨ Ｉ Ｔ ＥＣＴＳ　ＯＦ 　ＳＰＡＴ Ｉ ＡＬ 　ＡＣＣＯＲＤ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯＳＣＡＬＥ／

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

ＤＡＴＥ／

建築意匠図

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

Ａ棟建物

Ａ棟建物

Ａ棟
（飲食サービス）

取手参考図床点検口断面詳細図
木製デッキ断面詳細図

木製デッキ平面詳細図

床点検口平面詳細図

木製デッキ平面図　Ｓ＝１／１００

ＡＢ

Ａ１Ａ７ Ａ２Ａ３Ａ４Ａ５Ａ６

ＡＢ
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特記無き図は１／１０

外部床詳細図（改修後）

Ａ－７２０２５／９

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

ＳＵＳ柱脚金物

柱　１０５＊１０５

布基礎

柱　１０５＊１０５
Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

ブレース貫通部はグレーチング切欠き

ブレース貫通部はグレーチング切欠き

面取Ｗ＝１５

基礎材（ＲＣ－４０）

側溝

コンクリート直均し仕上

コンクリート
直均し仕上

Ｕ形側溝用グレーチング溝Ｗ＝１５０ ( 歩行用）
出入口前：細目ノンスリップ
その他：普通目

水抜パイプＶＰ５０φ

外
部

柱
通

り

側溝

側溝底均しモルタル塗り

水上

水下

コンクリート直均し仕上

水抜パイプＶＰ５０φ

既存東西長

取合調整幅取合調整幅

外
部

柱
通

り

集水桝

外
部

柱
通

り

ＳＵＳ床点検口
６００□

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

水
下

水
上

水
下

水
上

ＣＯＮ框

ＣＯＮ框

枕木

枕木

水抜パイプＶＰ５０φ
防草シート
透水性不織布Ｗ＝１，０００

単粒度砕石４号～６号

入替え砕石整生
框コンクリートへ摺付け

入替え砕石整生
框コンクリートへ摺付け

土間コンクリート　１８－８－２０

既存残存
土間コンクリート

既存残存
土間コンクリート

既存残存
土間コンクリート

既存残存
土間コンクリート

既存本体
建物基礎

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

ネトロンパイプ（２／３開孔）
ＰＳＤ－７５Ｖ埋設
排水勾配１／１００以上

ネトロンパイプ（２／３開孔）
ＰＳＤ－７５Ｖ埋設

ＳＵＳ桝蓋

コンクリート洗出し

枕木

枕木框コンクリート直均し仕上
Ｗ＝１５０ コンクリート洗出し解体復旧

框コンクリートへ摺付け

他材との取合い部は
洗出しを行わない

枕木

Ｕ形側溝用グレーチング溝Ｗ＝１５０ ( 歩行用）
出入口前：細目ノンスリップ
その他：普通目

コンクリート洗出し

取合調整幅

ＳＵＳ
床点検口
６００□

既存東西長

集水スペース
割石置き

ネトロンパイプ
７５φ埋設土のまま

各枕木水下水抜ＶＰ５０φ
ネトロンへ放流

コンクリート側溝　Ｗ＝１５０

側溝水上水抜ＶＰ５０φ
枕木底へ放流

入替え砕石整生
框コンクリートへ摺付け

土のまま

Ａ
Ｃ

屋
外

機
置

場

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

コンクリート直均し仕上

誘発目地　Ｗ＝１５

溶接金網　６φ＊１５０♯

溶接金網　６φ＊１５０♯

ビリ砂利洗い出し仕上げ

ビリ砂利洗い出し仕上げ

側溝排水ＶＰ５０φ
集水桝へ放流

側溝排水ＶＰ５０φ
集水桝へ放流

側溝排水ＶＰ５０φ
集水桝へ放流

側溝排水ＶＰ５０φ
集水桝へ放流

ビリ砂利洗い出し仕上げ

ビリ砂利洗い出し仕上げ
縦樋６０φ撤去処分

ＶＰ６０φ新設

《外部床改修共通》
・床の下地及び仕上には指定の水勾配を施す。
・粗砂洗い出しは左官で見本品を作製し、防滑性、擦過による安全性を確認後に施工する。
・框コンクリートに摺付けるコンクリート洗出しの取合いは、Ｗ＝１０の目地を入れる。

《軒樋改修共通》
・既存軒樋（南側のみ）を撤去処分し塩ビ　　　にて新設を行う。
・同様に既存竪樋も撤去新設を行う。

ビリ砂利洗い出し仕上げ

ビリ砂利洗い出し仕上げ

コンクリート
直均し仕上

Ｕ形側溝用グレーチング溝Ｗ＝１５０ ( 歩行用）
出入口前：細目ノンスリップ
その他：普通目

既存竪樋：ＳＵＳ６０φ　撤去処分
新設軒樋：塩ビ　６０φ新設
既存パイプがある部分：差し込み
土間埋め込み部：脚部切断後接続

既存軒樋：塩ビ　角７５撤去処分
新設軒樋：塩ビ　角９０新設　落とし口共

コンクリート洗出し増設
框コンクリートへ摺付け

既存唐草折り曲げ調整
※状況により切断を行う。

工事範囲

ＧＬ

ＦＬ

ＦＬ

ＦＬ
ＧＬ

ＦＬ
ＧＬＧＬ

ＧＬ

ＧＬ

ＧＬ

Ａ

Ｅ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＦＡＸ（０８８）　８２２－５７９９

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）
ＡＲＣＨ Ｉ Ｔ ＥＣＴＳ　ＯＦ 　ＳＰＡＴ Ｉ ＡＬ 　ＡＣＣＯＲＤ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯＳＣＡＬＥ／

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

ＤＡＴＥ／

建築意匠図

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

Ａ棟建物

Ａ棟建物

Ａ棟建物

Ａ棟建物

Ａ棟
（飲食サービス）

Ａ棟建物 Ａ棟建物

外部床平面詳細図

外部床　Ａ断面詳細図

外部床改修後平面図　Ｓ＝１／１００

Ｃ断面詳細図　Ｓ＝１／５０

Ｄ断面詳細図　Ｓ＝１／５０

Ｂ断面詳細図　Ｓ＝１／５０

軒樋詳細図　Ｓ＝１／２０

ＡＢ

Ａ７ Ａ６ Ａ３ Ａ２

ＡＢ

ＡＢ

Ａ１Ａ７ Ａ２Ａ３Ａ４Ａ５Ａ６

ＡＢ



Ｙ．乾

特記無き図は１／１００ Ａ－８

土間コンクリート解体復旧図（改修前後）

２０２５／９

【商第０７０５３号】
地場産業活性化交流プラザＡ棟外構工事

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

集水桝

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

既存東西長

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

集水桝

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

既存東西長

集水スペース
割石置き

集水スペース
割石置き

ブレース　Ｍ１６
Ｐ式ターン

集水桝

Ａ棟基礎天端　Ｗ＝２００

既存東西長

集水スペース
割石置き

土間コンクリート
１８－８－４０ＢＢ

土間コンクリート
１８－８－４０ＢＢ

土間コンクリート　１８－８－２０
木鏝均し

改修後の土間コンクリート範囲を示す

土間解体範囲を示す

土間カッター切りを示す

既存土間コンクリート範囲を示す

ＣＨＥＣＫＥＤ　ＢＹＤＲＡＷＮ　ＢＹ

ＦＡＸ（０８８）　８２２－５７９９

ＴＥＬ（０８８）　８２２－５７９７（代）
ＡＲＣＨ Ｉ Ｔ ＥＣＴＳ　ＯＦ 　ＳＰＡＴ Ｉ ＡＬ 　ＡＣＣＯＲＤ

ＳＨＥＥＴ　ＮＯＳＣＡＬＥ／

田　中　健　一

一級建築士大臣登録第１９６８５２号

ＤＡＴＥ／

建築意匠図

㈱　Ａ　Ｓ　Ａ　設　計　事　務　所　

Ａ棟
（飲食サービス）

Ａ棟
（飲食サービス）

Ａ棟
（飲食サービス）

木製デッキ土間伏図

既存土間残存伏図

外部床改修後土間伏図

Ａ１Ａ７ Ａ２Ａ３Ａ４Ａ５Ａ６

ＡＢ

Ａ１Ａ７ Ａ２Ａ３Ａ４Ａ５Ａ６

ＡＢ

ＡＢ

Ａ１Ａ７ Ａ２Ａ３Ａ４Ａ５Ａ６


